
令和６年度 不祥事防止対策委員会 年間活動計画 
小方学園（大竹市立小方小学校・小方中学校） 

１ 目的 

 職員の高い倫理観，規範意識の向上を図るとともに，チーム・組織として不祥事を起こさない体制を確立する。 

 

２ 不祥事防止対策委員会 構成員 ※以下に加え，校長は必要に応じて養護教諭等を招集する。 

小方小 校長・教頭・事務長・教務主任・生徒指導主事・養護教諭 

小方中 校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・養護教諭 

   

３ 活動内容 

（１）教職員の規範意識の確立 

  ① 服務規律確保のための校内研修の企画・運営 

  ② 日常的な啓発（記者発表資料・新聞報道によるタイムリーな指導等） 

（２）不祥事防止体制の確立 

  ① 不祥事防止チェックリストの活用 

  ② ＰＴＡ，学校関係者評価委員会，学校評議員等との連携 

（３）相談体制の確立 

  ① 体罰・セクハラ相談窓口の周知・徹底 

  ② 教職員のメンタルヘルスの推進 

 

４ 年間活動計画 （期日は予定です。月中行事予定でお知らせします。） 

月 不祥事防止委員会 服務研修等計画 

4月 ・年間計画の作成・役割分担等 

・体罰・セクハラ相談窓口の周知 

・教育相談日の周知 

・服務研修の計画立案 

・ＰＴＡ連携 

・校務運営規程（勤務時間等，服務全般）の確認 

・個人情報の取り扱いに関する校内規程について 

 （持出簿記入・個人調査表の扱い・メール配信システム等） 

・いじめの未然防止，体罰・セクハラ等について（教頭） 

・公金等の管理について（事務部）（４月４日 木） 

 

5月 ・教職員面談 

 

・交通事故の防止について（大竹警察署）（5月 1６日 木） 

小中生徒指導主事 

6月 ・学校関係者評価委員会（意見聴取） ・保護者対応について（６月６日 木） 

小中生徒指導部 小：（秋崎・増井・末田・吉岡） 

中：（志茂・谷山） 

7月 ・学校評価アンケートを受けて ・評価・評定について（６月２０日 木） 

小中教務部（別で行う） 

8月 ・服務研修の計画立案 

・不祥事防止チェックリスト活用 

・教職員のメンタルヘルスの推進 

・スクールカウンセラーによる研修（７月３１日 水） 

（スクールカウンセラー：小・中生徒指導主事）  

 

9月 ・服務研修の計画立案 

・学校関係者評価委員会（意見聴取） 

・教職員面談 

・体罰の防止について（９月５日 木） 

小中生徒指導 小：（前田・藤河・堀井・藤川） 

       中：（寺尾・中畑） 

10月 ・服務研修の計画立案 ・ハラスメント等の防止について（10月３日 木） 

 小学校 教頭 

 

11月 ・学校へ行こう週間（意見聴取） 

 

・著作権について（11月２８日 木） 

 中学校教頭 

12月 ・服務研修の計画立案 

・不祥事防止チェックリスト活用 

・わいせつ行為の防止について（12月２３日 月） 

小中生徒指導部 小：（長谷川・菊田・宮下・魏） 

        中：（足立・大原） 

1月 ・服務研修の計画立案 

・教職員面談 

・個人情報の管理について（１月３０日 木） 

 小中教務主任 

 （入試事務・成績処理・諸帳簿管理について確認） 

2月 ・学校評価アンケートを受けて 

・体罰セクハラ相談窓口のまとめ 

・学校関係者評価委員会（意見聴取） 

・スクールカウンセラーによる研修（２月２６日 水） 

（スクールカウンセラー：小・中生徒指導主事）  

3月 ・本年度のまとめ ・本年度の反省と次年度に向けて 

 


